
第４次岩手県食の安全安心推進計画
（素案）

岩手県環境生活部

県民くらしの安全課



１ 計画策定の趣旨

平成15年 岩手県食の安全・安心に関する基本方針

平成16年 岩手県食の安全・安心アクションプラン

平成19年 中国産冷凍餃子事件

平成20年 事故米の不正流通・転売事件

その他、県内での食中毒等事案

食を取り巻く事案等が全国的に発生

平成22年 岩手県食の安全安心推進条例



１ 計画策定の趣旨

岩手県食の安全安心推進条例に基づき、計画を策定

平成23年「岩手県食の安全安心推進計画」

食品等の安全性及び県民の食品等に対する信頼（食の安全安心）
の確保のための施策を総合的かつ計画的に実施



１ 計画策定の趣旨

現行計画「第３次岩手県食の安全安心推進計画」

令和３年度～令和７年度（５年間）

新しい計画「第４次岩手県食の安全安心推進計画」

令和８年度～令和12年度（５年間）



２ 計画の性格

・ 条例に基づく計画
食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、条例に基づき県が定める基本的な計画

・ 県政の個別の政策課題に対する計画
食の安全安心の確保という個別の政策課題に対し、条例の基本

理念や責務を踏まえ、食品関連事業者、県民及び県の三者が、
それぞれの役割を果たしつつ相互に連携、協力しながら、食の
安全安心の確保を目指す計画

・ 「いわて県民計画（2019～2028）」の「食の安全

安心の確保」に関する施策を具体化する実行計画



３ 食の安全安心に関する全国の状況

・ カンピロバクター、ノロウイルス、アニサキス等を中心に、

大規模かつ広域的な食中毒、食品による健康影響等が継続的

に発生

・ 機能性表示食品を起因とする健康被害が発生

・ 食品流通のグローバル化に伴い、食品の輸出入は増加傾向

・ 消費者の食に対する意識変化に伴う食の選択肢の多様化

・ SNS等の普及に伴い、誤情報の拡散が社会問題化

・ 改正食品衛生法の完全施行により、HACCP（ハサップ）に

沿った衛生管理等が制度化

・ 食品表示基準の継続的な制度改正



HACCPに沿った衛生管理

① HACCPに基づく衛生管理
-----------------------------------------
○ 対象事業者

・ 規模等を考慮し対象となる事業者
・ と畜場
・ 食肉処理場

○ 取組内容
コーデックス７原則によりＨＡＣＣP実施
手順１：ＨＡＣＣＰチームを編成
手順２：製品の仕様、使用法について確認
手順３：食べ方、使用法について確認
手順４：製造工程一覧図及び標準作業書を作成
手順５：製造工程一覧図を現場で確認
手順６：危害要因を分析（原則１）
手順７：重要管理点を設定（原則２）
手順８：管理基準を設定（原則３）
手順９：モニタリング方法を設定（原則４）
手順10：改善措置を設定（原則５）
手順11：検証手順を設定（原則６）
手順12：記録管理方法を設定（原則７）

② HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
-----------------------------------------

○ 対象事業者
・ 小規模事業者
・ 当該店舗での小売販売のみを目的
とした製造・加工・調理事業者
・ 提供する食品の種類が多く、変更
頻度が頻繁な業種 等

○ 取組内容
手引書に基づき衛生管理計画を作成実行

【手引書】
衛生管理計画の解説、見本、様式などが掲載

されており、業態毎に様々な手引書が準備
されています



４ 食の安全安心に関する県内の状況

・ 食中毒の発生件数（うち営業施設数）
R1：8件（4件） R6：9件（４件）

・ 不良食品の発生件数 R1：49件 R6：74件
・ 食品衛生法に基づく回収命令事案 R1：0件 R6：1件
・ 食品表示法違反による改善命令等件数

R1：0件 R6：0件
・ 輸入食品に関する残留農薬基準超過等の

食品衛生法違反件数 R1：0件 R6：0件
・ 流通食品の放射性物質濃度の基準値超過件数

R1：0件 R6：0件
・ 食の安全安心に対する県民の意識調査（※200人対象）

「食品の購入にあたって不安を感じる」割合
R1：49.3％ Ｒ6：44.5％



５ 食の安全安心に関する施策の取組及び課題

・ 継続的なＧＡＰの取組・活用
の推進

・ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の
普及

・ 営業施設の食中毒減少
→令和５年度では過去10年間
で最少の２件

・ HACCP制度の導入及び定着の
ため、事業者に対する衛生管理
計画の作成の意味や記録の必要性
の普及に向けた継続的な取組

・ 依然として発生している
食中毒等事案への対応

Ⅰ  安全で環境負荷の少ない食品の生産・製造等の推進
施策1 生産段階における食品の安全性の確保への支援

施策２ 製造・加工、流通段階における食品の安全性の確保への支援

施策３ 食の安全安心に関わる人材の育成

施策４ 環境負荷の少ない産地づくりの推進

取組取組 課題



５ 食の安全安心に関する施策の取組及び課題

・ 食品表示に関する店舗への指導
・ 食の安全安心に関するリスクコ

ミニケーション、出前講座等の実施

・「食品の購入にあたって不安を感じ
る」割合

R1：49.3％ Ｒ6：44.5％

・ 県民が食品の安全性又は信頼性に
不安を感じている割合は低下してい
るものの、依然として高く推移

・食中毒や新たに健康食品を起因と
する健康被害等の事案があり、継続
した広報媒体等を活用した情報発信
の取組が必要

Ⅱ 食品に対する信頼の向上と県民理解の増進
施策５ 食品の適正表示の推進

施策６ 食品の信頼向上のための相互理解の増進

施策７ 自主回収報告制度による食品回収情報の適切な提供

施策８ 食育を通じた食の安全安心に関する知識の普及啓発

取組 課題



５ 食の安全安心に関する施策の取組及び課題

・ 食品衛生監視員による監視・指導
を実施

・ 食の安全安心に関する研究

各法令違反や命令件数は低水準

・ 依然として発生している食中毒等
事案への対応

・ 輸入食品の食品衛生法違反が０件
である一方で、５割以上の県民が
輸入食品の安全性に不安を感じる

Ⅲ 監視指導の強化等による安全安心を支える体制の充実
施策９ 生産段階における監視・指導

施策10 製造・加工、流通段階における監視・指導

施策11 輸入食品に対する監視・指導

施策12 危機管理体制の充実

施策13 食品の安全性確保等に関する調査研究の推進

施策14 情報の提供と相談体制の充実

取組 課題



６ 新しい計画策定に向けた主な論点

① HACCP制度の導入率向上に向けた取組の推進
→ HACCP制度の導入率向上を目標とした導入率の指標を

新たに設定。

② 県民の食品に対する不安を払拭する正確な情報
発信に向けた取組の強化
→ 食を巡る新たな問題や課題に対し消費者が正しい情報を

選択できるよう、SNS 等の広報媒体を活用した情報発信に

よる食品に対する信頼性の確保

③ 現行計画における指標の達成状況等を踏まえた
適切な指標の見直し



７ 新しい計画の基本目標

・ 食品関連事業者は、安全な食品を生産供給

・ 県民は、事業者の取組を理解

・ すべての関係者の相互理解、県民の食品に対する信頼

が醸成され、安心して食生活を営める社会が実現

県民に信頼される食品が生産・供給され、安全で
安心な食生活が営める社会

〈現行計画と同じ〉



８ 新しい計画の施策体系

Ⅰ  安全で環境負荷の少ない食品の生産・製造等の推進

施策１ 生産段階における食品の安全性の確保への支援

施策２ 製造・加工、流通段階における食品の安全性の確保への支援

施策３ 食の安全安心に関わる人材の育成

施策４ 環境負荷の少ない産地づくりの推進

Ⅱ 食品に対する信頼の向上と県民理解の増進

施策５ 食品の適正表示の推進

施策６ 食品の信頼向上のための相互理解の増進

施策７ 食育を通じた食の安全安心に関する知識の普及啓発



８ 新しい計画の施策体系

Ⅲ 監視指導の強化等による安全安心を支える体制の充実

施策８ 生産段階における監視・指導

施策９ 製造・加工、流通段階における監視・指導

施策10 輸入食品に対する監視・指導

施策11 危機管理体制の充実

施策12 食品の安全性確保等に関する調査研究の推進

施策13 情報の提供と相談体制の充実



施策１ 生産段階における食品の安全性の確保への支援

・ 継続的なＧＡＰの取組・活用の推進

・ 家畜及び生産物の衛生的管理技術の支援

【主な取組】

施策２ 製造・加工、流通段階における

食品の安全性の確保への支援

・ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理についての取組の支援

【主な取組】



・ 農薬管理使用アドバイザーの育成

・ 食品衛生推進員の育成

・ 食品衛生責任者の養成

・ 環境負荷の少ない農業技術の普及拡大

施策３ 食の安全安心に関わる人材の育成

【主な取組】

施策４ 環境負荷の少ない産地づくりの推進

【主な取組】



・ 食品表示に関する店舗への指導

・ 不当表示等に対する指導

・ 食品の虚偽又は誇大広告に関する指導

・ 食の安全安心に関するリスクコミュニケーションの推進

・ 食の安全安心に関する出前講座等の実施

・ 食品ロス削減のための普及啓発の実施

施策５ 食品の適正表示の推進

【主な取組】

施策６ 食品の信頼向上のための相互理解の増進

【主な取組】



・ 食の安全安心に関する知識の普及と理解の増進

→ 食の安全安心に関するリスクコミュニケーション、出前講座、

食品ロス削減のための普及啓発の実施（再掲）

・ 食育などを通じた農林水産業に対する理解の増進

施策７ 食育を通じた食の安全安心

に関する知識の普及啓発

【主な取組】



・ 農薬等適正使用の指導

・ 家畜伝染性疾病の発生予防、各種疾病の検査・監視

・ 水産物の衛生管理に係る指導

・ 県内流通食品に対する検査及びＨＡＣＣＰに沿った衛生

管理を踏まえた監視・指導

・ 「健康食品」による健康被害の防止のための監視・指導

施策８ 生産段階における監視・指導

【主な取組】

施策９ 製造・加工、流通段階における監視・指導

【主な取組】



・ 輸入食品に対する収去検査と監視・指導

・ 輸入食品に関する検査等の情報の提供

・ 食中毒等発生時における被害の拡大防止

・ 災害発生時の食の安全安心の確保

施策10 輸入食品に対する監視・指導

【主な取組】

施策11 危機管理体制の充実

【主な取組】



・ 残留農薬や動物用医薬品の分析体制の強化

・ 食の安全安心に関する試験研究の実施

・ 食品に関する相談の実施

・ 自主回収報告制度の確実な実施及び県民への迅速な

情報提供

施策12 食品の安全性確保等に関する調査研究の推進

【主な取組】

【主な取組】

施策13 情報の提供と相談体制の充実



９ 主要指標 （主なもの）

○ 営業許可事業者のＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入率（衛生

管理計画の作成率）の割合 （R6：54.5％→R12：100％）

○ 食の安全安心に関するリスクコミュニケーションの理解度

（R12：95％維持）

○ 食の安全安心に関する出前講座等における受講者数

（R１２：4,000人維持）

○ 食の安全安心に関するＳＮＳ（Ｘ）の投稿閲覧数

（R12：40,000回(年間)）

○ 食品衛生監視員の資質向上に係る外部研修等への派遣人数

（R12：12人維持）



10 参考指標 （主なもの）

○ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する講習会の受講者数

（R6実績：4,056人）

○ 食品関係施設に対する監視指導件数延べ割合

（R6実績：137.5％）

○ 食の安全安心に関するリスクコミュニケーションの

延べ受講者数 （R6実績：172人）

○ 食中毒対策緊急連絡訓練実施回数 （R6実績：２回）

○ 食の安全安心に関する調査研究の実施件数

（R6実績：１回）



11 計画の進行管理

岩手県食の安全安心委員会

における施策の評価を実施

その結果を県民に広く公表する


